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問商工労政課地域産業支援係☎㉒８２３９（市役所３階）

▶補助対象者
　次の全てに該当する人
・ 市内に住所及び事業所を有する人であって、商工会及

び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法
律第2条の小規模事業者であること

・市税を完納していること
・ ㈱講談社からの著作権利用の許諾を得ることが見込

めるもの
・要綱の規定による補助を受けていないこと
▶補助対象経費
　 ㈱講談社に支払う著作権使用料
▶補助率
　補助対象経費に10分の10を乗じて得た額
　 （1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）
▶補助限度額
　10万円
▶提出書類
１.補助金交付申請書
２.事業計画書
３.収支予算書
４.個人情報等の閲覧に関する同意書
５.事業実態を証する書類
６. ㈱講談社からの利用許諾が見込めるものと確認できる

書類

日田市出身の諫山創氏の著作物『進撃の巨人』を活用した商品開発に対して、費用の一部を補助します。

今月は、軽自動車税（種別割）、固定資産税第１期、国民健康保険税第２期の納付月です。
納期内の納付をお願いします。

『進撃の巨人』キャラクターを活用した商品開発をしてみませんか？
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